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韋
応

物
の

終
焉
の

状
況
に

つ

い

て

　

　
　
は

じ

め
に

　

韋
応
物
は
、

王

維
・

孟

浩
然
・

柳
宗
元
と

並

ん

で
、

一

f、
＋
皿

韋

柳
」

と

称
さ

れ
、

い

わ

ゆ

る

自
然
詩

人
と

し

て

有
名
で

あ

る
。

し

か

し

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
じ

な
が

ら
、

新
旧

『

唐
書
』

− ・
一

は

伝
が

無
く
、

ま

と

ま

っ

た

伝
記

資

料
と

し

て
は
、

北
宋
の

王

欽
臣

「

韋
蘇
州

集
序
」

、

『

唐
詩

紀
事
』 、

南
宋
の

沈
作
詰
「

補
韋
刺
史
伝
」

、

『

唐
才
子

伝
」

な

ど

が

あ

る
の

み

で

あ
っ

た．、

　
こ

れ

ら

に

基
づ

い

て

従
来
考
え

ら

れ

て

き

た

事
跡
を

読
ん

で

い

る

と
、

腑
に

落
ち
な
い

こ

と

が

あ
っ

た
。

そ

れ

は
、

彼
の

終
焉

を

め

ぐ

る

記
述

に

関

す

る

こ

と
で

あ
る

。

晩
年

期
に

あ

た

る

蘇
州

刺

史
期
は
、

政
治
に

も

精
力

的
で
、

な
お

か
つ

詩
会
を
・
干

催
し

て

お

肋、
W

交

遊
の

幅
が

広

く
、

官
吏
と

し

て

非
常
に

充
実
し

て

い

た

時

　

　
　

　

　
　

　
コ

ご

期
で

あ

る

と

さ
れ

る
。

そ

れ

に

も
拘
わ

ら

ず
、

最
晩

年
に

は

自
ら

の

政
治
の

拙
さ
を

厭
い
、

永
定
寺
と

い

う
寺

院
に

閑

居

し

た

と

言

う
。

現
存
す
る

資

料
か

ら
は

、

蘇
州

刺
史
と

し

て

働
き
、

充

実

し

た

生
活

を

送
っ

て

い

た

中
で

、

自
ら

の

政
治

が

ま

ず

い

と

言
っ

て

閑
居
す

る

理

出
が

見

あ

た

ら

な
い

。

ま

た
、

現
在

繋
年
さ

れ
て

い

　

　
　
　
ゑ

る

彼
の

詩

を

読
む

と
、

年
を
追

う
ご

と

に

心

境
が

落
ち

着
い

て

い

山

田

和

大

る
よ

う
に

感
じ

ら

れ

る
。

こ

の

点
か

ら

も
、

最
晩

年
に

寺
院
に

閑

居
し

た

理

由

が

よ

く
わ

か
ら

な
っ

た
。

　
二

〇

〇

七

年
に

西

安
市
で

韋
応

物
一

家
墓

誌

が

発

見

さ
れ
た

。

そ

れ

に

は
、

従
来

考
え

ら

れ
て

い

た

終

焉
の

状
況
と

は

違
う
可

能

性
が

示

さ

れ
て

い

る
。

　
本，
稿
で

は
、

新
出

±

墓
誌
に

よ
っ

て

韋

応

物
の

終
焉
の

状
況

を

め
ぐ

る

従
来
の

説

を

見
直
す

必
要

が

あ

る

か

ど

う

か

を

検
討
し

て

み
た

い．、

　

　

　
一

　

従
来
の

説

と

新
出
土

墓
誌
の

記

載

　
従
来
か

ら

見

ら

れ

た

墓

誌

以

外
の

伝
記

資
料
の

う
ち
、

も
古
い

も
の

は
、

王

欽
臣
、

韋

蘇
州
集
序
」

で

あ

る。

も
つ

と

貞
元

初
、

又

歴

蘇
州
。

罷
守
、

寓
居

永

定
精
舎

。

其
後

事
迹
、

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

ふ

　

　
　

　

　
　
や

究

尋
無

所
見

。

（

貞
元
の

初
め
、

又

蘇
州

を

歴
。

守
を

罷
め
、

永
定
精

舎
に

寓
居

す
。

そ
の

後
の

事
迹、

究
め

尋
ぬ

る

も

見

る

所
無
し

。

）

貞
元

年

間
（

七

八

五

〜
八

〇
五
）

の

初
め

頃
に

、

韋
応
物
が

蘇

［ウ9舶
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州
刺

史
と
な

り
、

そ

の

後
、

永
定
精
舎
に

寓
居
し
た

と

言

う
。

こ

の

王

欽
臣
の

叙
述

を

踏
ま

え

た

と

思
わ

れ

る

も
の

が

次
の

四

編
で

あ
る

。

貞
元

初、

歴
蘇
州

。

罷
守

、

寓
蘇
臺
永
定
精

舍
。

　
　

（

北
宋
・

計

有
功
『

唐
詩
紀
事
』

巻
二

十
六

「

韋
応
物
」

）

貞

元

初
、

又

歴

蘇
州

。

罷
守
、

寓
居
永
定

精
舍

。

以

詩

考
之
、

　
歴

官
次
序
如

此
。

　

　（

南
宋
・

姚
寛
『

西
渓
叢
語
』

巻
下
97
）

貞
元

初、

歴
蘇
州
、

罷
守、

寓
蘇
州
永
定
精
舍

。

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（

清
・

席
啓

寓
「

韋
応
物
伝
略
」

）

貞
元

初
、

歴

蘇

州
刺
史

、

罷
守

、

寓
蘇
州
永
定
佛

寺
。

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
（

清
・

余
懐

「

重

刻
韋
蘇
州
集
序
」

）

こ

れ

ら

は
、

い

ず
れ

も

王

欽
臣
の

言
を
ほ

ぼ

そ
の

ま

ま

使
う

。

王

欽

臣
序
と

は

異
な
る

記
述

を

し

て

い

る

も
の

も

見

ら
れ

る
。

久

之
、

自

居
易
自
中
書

舍
人

出

守
呉

門
、

應
物
罷

郡
、

寓
於
郡

之

永

定
佛
寺
。

（

之

を

久

し

く

し

て
、

白
居

易

中
書
舎
人

よ

り

出

で

て

呉
門
に

守
た

り
。

応
物

郡

を
罷
め
、

郡
の

永
定
仏

寺
に

寓
す

。

）

　

　

　

　

　

　

（

南
宋
・

沈
作
詰

「

補
韋
刺
史
伝
」

）

　

沈

作

詰
は
、

自
居
易
が

刺

史
と

し

て

蘇
州
に

赴
任

し

た

宝

暦
二

（

八

二

六
）

年
に

韋

応
物
が

蘇
州

刺
史
を

辞
め

た

と

す

る
．

し

か

し
、

こ

れ

は

卑
応
物
の

後

任
で

あ

る

斉

抗
が

蘇
州
刺
史
と

な
っ

た

の

が

貞
元

七

（

七

九
一
）

年
で

あ
る

こ

と

な
ど

か

ら
、

す
で

に

誤

　

　
　

　

　
　

　

　

で
ご

り

で

あ

る
と

さ
れ

て

い

る
。

貞
元

初
、

又

出
爲
蘇
州

刺

史
。

大

和
中、

以

太

僕
少

卿

兼
御
史

中
丞

、

爲

諸
道

鹽
鐵
轉
運
・

江
准
留
後

。

罷

居

永

定
、

齋
心

屏

除
人

事
。

（

貞
元
の

初
め

、

又

出
で

て

蘇
州
刺
史
と

為
る

。

大

和
中
、

太

僕
少

卿

兼
御
史

中
丞

を

以
て
、

諸

道
塩
鉄

転
運
・

江

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
さ

よ

淮
留
後
と

為
る

。

罷
め

て

永
定
に

居
り

、

心

を
斎

め

て

人

事
を

屏
除

す
。

）

　

　

　
　
　
　
　

（

元
・

辛
文

房

『

唐
才

子

伝
』
）

　

辛
文

房
は

、

韋

応
物
が

大

和

年
問
（

八

二

七

〜
八

三

工
）

に

諸

道
塩
鉄

転
運
・

江

淮
留
後
と

な
っ

た

後、

永
定

寺

に

閑
居

し

た

と

言

う
。

こ

れ

も
、

先
に

述
べ

た

斉
抗
の

蘇
州
刺

史
就

任
の

時

期
な

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
を

ど

か
ら

、

誤

り
で

あ

る
と

さ
れ

て

い

る
。

　
蘇
州
刺
史
在
任
期
間
な

ど
の

見

解
に

違
い

は

あ

る
が

、

沈

作
詰

、

辛
文

房
の

説
は
、

全

て

の

官

職

を

辞
め

た

後、

最
終

的
に

永
定
寺

に

閑
居
し

た

と
い

う

点
で

は
、

土

欽
臣
の

記
述

と
一

致

し

て

い

る
。

韋
公

詩
集
終
於

蘇
州

。

自

罷
守
以

後
、

更
無
一

字
。

蓋

不
久

旋

卒
。

…

…

夫
韋
以

貞
元

二

年

刺
蘇
、

不
久

罷
歸、

尋

卒
。

（

韋
公

の

詩

集

蘇
州
に

終
は

る
。

守
を

罷
め

て

よ
り

以
後
、

更
に
一

字

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

た

ち
ま

も
無
し

。

蓋
し

久
し

か

ら

ず
し

て

旋

ち

卒
せ

し

な
ら

ん
。

・

…

夫
れ

韋

貞
元
二

年
を

以
て

蘇
に

刺
た

り
、

久
し

か

ら

ず
し
て

　
　

　

　
　

　
つ

罷
め

て

帰
り
、

尋
い

で

卒
す

。

）

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（

清
・

陳
抗
『

詩

比
興

箋
』

巻
三

）
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陳
抗
は
、

韋

応
物
が

刺

史
を

辞
め

て

か

ら
、

郷

里

に

帰
っ

た

と

し

て

い

を
レ

永
定
寺
に

閑
居
し

た

と
い

う
記
述
は

な
い

が
、

蘇
州

刺
史
を

辞
め

た

と
い

う

見
解
は
、

や
は

り

王

欽
臣

と

同

じ

で

あ
る

。

　
近

人
で

は
、

余
嘉
錫

氏

が

『

四

庫

提
要
弁
証
』

巻
二

十
「

韋

蘇

州
集
十
巻
」

の

中

で
、

沈
作

詰、

姚
寛
ら
の

説
を

引
い

た

後
に

、

其

罷
郡
不
知
在

何
年

。

…

…

應
物

罷
郡

後
、

有
「

寓
居

永

定

精

舍
」

・
「

永
定
寺

喜
辟
強

夜
至
」

・
「

野
居
」

數
篇

。

此

後
蹤
跡
不

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
や

復

見

於
詩

。

疑
其
不

久

即

卒
。

（

其
れ

郡

を

罷
む

る

は

何
れ
の

年

に

在
る

か

を
知

ら

ず
。

…

…

応
物

郡
を

罷
め

て

後、

、

永

定
精

舎
に

寓
居
す
」
・

「

永
定
寺
に

辟
強
の

夜
に

至

る

を

喜
ぶ
」
・

「

野

居
一

数
篇
有
り．、

此
の

後
の

蹤

跡

復
た

詩

に

見

え
ず．、

疑
ふ

ら

く

は

其
れ

久

し
か

ら
ず
し
て

即

ち
卒
せ

し

な

ら

ん
、

）

と
、

蘇
州
刺
史
を

辞

め

た

後
、

数
篇
の

詩
が

見

ら

れ

る
が
、

後
の

事
跡
は

わ

か

ら

な
い

と

言

う
。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　　
さ　

　
ま
た

、

万

曼
氏

は
一

韋
応
物
伝
（

続
）

」

の

中
で
、

そ

の

不
過

，

韋
應
物
是

什

麼
時
候
死
的
？

這

是
無
法

尋
究
的
事
。

只

知

道

他
在
罷
守

蘇
州
以
後

，

還

是
住
在
蘇
州

，

集
中
有
「

寓
居

永
定
精
舎
一

「

詩．。

…

…

と
、

韋

応
物
は

蘇
州

刺
史

を
辞
め

た

後

も
蘇
州
に

留

ま
っ

た

と

い

う
こ

と

だ

け

は

わ

か

る

と

言
う

。

余
嘉

錫
氏
、

万

曼
氏

と

も
に

韋

応
物
が

亡

く

な
っ

た

の

が

い

つ

か
、

考
究

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

と

す

る
。

　
孫
望

氏

は

　

　
　
　

　
　
コ　
ヨリ

「

韋
応
物
事

跡
考
述
」

の

中
で
、

大
約
貞
元

七

年
末
或
八

年
初
，

應
物
便
任
滿
罷
官

，

寄
居
在
蘇

城
的

永
定
寺
．
J
。

…

…

如
前
所
述

，

韋
應
物
大
概
是
在
貞
元

七

年

任
滿
罷

職
的
。

此

後
，

他
就
寄
住
在
蘇
州
的
永
定
寺
裏
，

由

於

條
件
的
限

制
，

一

時
沒
有
力
量
把
全

家
遷

回
長
安
去
。

…

…

大

約
此

後
不

久
（

論
的

大
膽

些
，

也

許
是

貞

元
九

年
左
右
）

，

就
死

在
蘇

州．
J
。

と
、

貞
元
七

（

七

九
一
）

年
に

蘇
州

刺

史
を

辞

任
し

て

か

ら
、

も

な
く

卒
し

た
の

で

あ

ろ

う
と

推
測
し

て

い

る，

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　へ
む

　
羅
聯
添
氏

は
一

韋
應

物
年
譜
一

貞
元
六

年
の

項
で
、

ま

是
年
（

？
）

秋
末

冬

初
罷
郡
，

寓
蘇

州
西

南
之
永
定
精
舍
，

租

田

二

頃
，

課
子
弟
躬
耕

，

此

後
以
眼

暗
漸
廢
吟、
咏
。

本
集
八
『

寓
居

永
定
精
舎
」

詩
云

、

『

…

…
』

題

下
注
．．

『

蘇
州
』

此

後
應

物
蹤
跡
不

得
而

考
，

其
卒
約

在
貞
元

十
一

年
之

後
數
年

間
。

と
、

「

寓
居
永
定
精
舎
」

詩
に

、

蘇
州
」

と

題

下
注

が

あ
る

の

に

基

づ

き
、

韋

応
物
は

蘇
州
刺
史
辞
任

後
、

蘇
州
永
定
寺

に

閑
居
し

た

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　ハ
コ　

の

で

あ
ろ

う

と

す

る．、

傅
瑛
踪

氏

も
、

、

弔
庖
物
系
年
考
証
」

の

中

で
、

羅

聯
添
氏
と

ほ

ぼ

同

様
の

見
解
を

示
す

。
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菊
集
巻

八
有
《

寓
居

永
定
精
舍
》

蒔
，

題
下
自
注
．．

『

芳
州
。

卜

从
迭
二

首
侍
提
供
的

情
况

，

則

亊
庫

物
之
雲

菰

州
刺
史
任

，

困

居
壬

亦
州
永
定
寺

，

其
吋
同
当
在
貞

元

六

年
多
暮
或
七
年
春
初

，

其
次
的
可

能
性
則
力
貞
元
七

年
歩

暮
或
八
年
春
初

。

我
匍

可
以

大
致
推
測

，

弔
虎
物
大

釣
在
貞
元

七
、

八
年
囘
（

7

91

−

792

）

卒
于

菰
州

，

此

吋
己

異

亦
州
刺

史
任
，

其

年

山

タ

カ
五

十
五
、

六
夛
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

ら
じ

す
る

が
、

こ

れ

は

穩
當
な
説
と

思
わ

れ
る

。

」

と
述
べ

る
。

　

植
木
久

行
氏

は
、

『

詩

比

興

箋
』

・
司

四

庫

提
要

弁

証
』

を
引
い

た
の

ち
、

「

韋
応
物
が

最
終
官
の

蘇
州

刺

史
を

や

め

た

後
、

ほ

ど

な

く
没

し

た

の

で

あ

ろ

う、

と

す
る

考
え

は
、

韋

応

物
の

伝
記
研

究

が
急

速
に

進
展

し

た

現
在
に

お
い

て

も
、

基

本
的
に

は

変
わ

ら

な

　
　

　

　
　

　
　
ヨ

い
。

」

と

指
摘
す
る

。

　
植
木
氏
の

言

に

顕

著
な

よ

う
に
、

従
来
の

研
究

で

は

韋
応
物
が

蘇
州

刺
史

退
任
後

に

蘇

州
の

永
定
寺
に
こ

も
っ

た

と
い

う
こ

と

が

定
説
で

あ
っ

た
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　　
コリ

　
し

か

し
、

新
出

土
の

韋
応
物
墓
誌
に

は
、

次
の

よ

う

に

あ
る

。
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羅
聯
添

氏
が

韋
応
物
の

卒
年

を

貞
元

十
一

（

七

九

五
）

年
以

降
の

数
年

間
と

す
る
の

に

対

し
、

傅
瓏
踪

氏
は

貞
元
七

、

八

年

ご

ろ

と

し

て

お

り
、

こ

の

点
で

見

解
の

相
違
は

あ

る

が
、

蘇
州

刺
史
を

退

任
し

た

後
、

永
定
寺
に

閑

居

し

た

と

す
る

こ

と

は

同

じ

で

あ
る
。

　
日

本
で

は
、

ど
の

よ

う

に

考
え

ら
れ

て

き

た

の

で

あ

ろ

う
か

。

　
芳

村
弘
道
氏

は
、

「

韋
應
物
は

蘇
州

刺

史
退

任
後
も

蘇
州
に

留
ま

り
、

こ

の

寺

（

永
定
寺

ー
引
用
者
注
）

に

寓
届
し

た
。

そ

し

て

彼

は

「

子

弟
晒

に

耕
作
を

さ
せ

、

人
々

か

ら

遠
ざ
か

っ

て

佛
道
に

精

進
し

た
。

…

…

韋
應
物
の

永
定
寺

閑
居

中
の

作
は

右
の

詩
（

「

寓
居

永

定
精

舎
」

−
引

用

者
注
）

と
「

永
定

寺
荳
［

辟
強
夜
至
」

詩
し

か

の

こ

さ
れ

て

お

ら

ず、

退

居
の

詳
細
は
く

二

つ

明
ら

か

で

な
い

。

ま

た
、

晩

年
に

つ

い

て

も
詳
ら
か

で

な

く
、

沒
年
も

逝
去

の

地
も

不

明
で

あ

る
。

傅
旋
珠
氏

は
、

お

お
よ

そ

閑
居
後
問

も
な

い

貞
元

七
、

八

年
（

七

九
一

、

七
九

二
）

ご

ろ

に

蘇
州

で

卒
し

た

と

推
測

尋

領
蘇
州

刺
史

。

ド

車
周
星
、

豪
猾
屏
息

。

方

欲
陟

明
、

遇

疾

　

　

　

　
　
つ

終
干

官
舍

。

（

尋
い

で

蘇
州
刺
史
を

領

す
，

下

車
し

て

よ

り

周
星、

　

　

　

　
　

　
よ
さ

　

　
　

　
　

　
　

　

の

ほ

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

や

ま

ひ

豪
猾

屏
息
す

。

方

に

明
な
る

を

陟
ら
し

め

ん
と

欲

す
る

に
、

疾

に

遇
ひ

て

官
舎
に

終
は

る
。

）

一

読
し

て

明
ら

か

な

よ

う
に
、

韋

応
物
は

蘇
州
刺
史
在
任
中
に
亡

く
な
っ

た

と

言
う．、

こ

の

点
に

つ

い

て
、

陳
尚
君
氏

は
、

以

往
学
者
都
圦

力

他

去
世
吋
己

蛭

要
芳
州
刺
史
取
，

有
他
病

寓

居

永
定

精
舍
》

侍
「

政
拙
忻
雲

守
，

困
居

初

理

生
」

力
圧

，

墓

志

則
星

力
死
于
衽

」
L
．

と
、

従
来
の

説
と

墓

誌

の

記

述
と

に

齟
齬
が

あ

る

こ

と

を

指
摘

し

て

い

る
が
、

こ

れ

を

ど
の

よ

う
に

解
決

す
べ

き

か

は

述
べ

ら

れ

て
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い

な

撃

　
こ

れ
を

解
決
す

る

糸

口

は
、

，

寓
居

永
定
精
舎
」

永
定
寺
の

場
所
に

あ
る

と

思
わ

れ
る

。

　
　
二

　

永
定
寺
の

場
所

62

「

寓
居
永
定
精
舎
」

（

巻
八
）

4−

政

拙
忻
罷
守

2

聞
居
初
理
生

に

は
、

詩
が

詠
ま

れ
た

　
　

　
　
　
　

　
や

　
　
　
　

　
　

よ
う

ご

政
拙

く
し

て

守
を
罷
む

る

を

忻

び

　
　

　
　
　
　

　
　

を
ま　

閑
居

し

て

初
め

て
生

を

理

む

と
、

政
治

が

拙
い

と
い

う
理

由

で

永
定
寺
に

閑
居

し

た

と

言

う
。

モ

欽
臣
の

編
纂
し

た
も
の

を

祖
本
と

す

る

宋

本
［

．

韋
蘇

州
集
』

に

は
、

こ

の

詩
の

題
下

注

に

「

蘇
州
」

と

あ

る．、

四

部
叢
刊
本
『

韋

江
州
集
』

を

含
め

、

現
存
の

『

韋
蘇
州

集
』

系
統
の

版
本
に

こ

の

　
　

　
　
　　
ゆ　

注
は

見
ら

れ

る
。

　
実
際
に
、

蘇
州
に

永
定
寺
が

あ
っ

た

と
い

う
記
述
は
、

晩
唐
期

に

す

で

に

見
ら

れ

る
。

陸
広

微
『

呉
地

記
二

に

は、

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
ワね

永
定
寺
、

梁
天

監
三

年
、

蘇
州

刺
史
呉
郡

顧
彦
先

捨
宅
置

。

陸

鴻

漸

書
額

。

（

永
定
寺
は
、

梁
の

天

監
三

年、

蘇
州
刺
史
呉
郡
の

顧

彦

先

宅

を

捨
し

て

置
く

。

陸
鴻
漸

額
を

書
く

。

）

と

あ

り
、

晩

唐

期
に

は
、

た

と

考
え
ら

れ

て

い

た
。

蘇
州
の

永
定
寺
が

梁
の

時
代
に

作
ら
れ

　
同

様
の

記

述
は

、

後
の

時

代

に

も

見
え

る。

北
宋
・

朱
長
文
『

呉

郡
図

経
続
記
』

巻
中
に

は
、

永
定
寺
在
呉

縣
西
南．、

梁
天

監

中
、

呉
郡

顧
氏

施
宅
爲
寺

。

唐

陸
鴻
漸

書
額

。

韋
蘇
州
罷
郡

、

寓

居

永
定
、

殆
此

寺

耶
。

（

永

定

寺
は

呉

県
の

西
南
に

在
り

。

梁
の

天

監
中、

呉
郡
の

顧

氏

宅

を

施

し

て

寺
と

為
す

。

唐
の

陸
鴻
漸

額

を

書
く

。

韋

蘇
州

郡

を

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

は

と

ん

罷
め

て
、

永
定
に

寓
居
す

る

は
、

殆

ど

此
の

寺
か

。

）

と
、

永
定
寺
が

呉
県

（

現
在
の

江

蘇

省

蘇
州
市

）

の

西

南
に

あ

る

こ

と

を

示

し
、

『

呉
地
記
』

と

同
じ

く

梁
の

天
監

年

間
に

作
ら

れ

た

と

言

う
。

注
目

す
べ

き

は
、

韋
応
物
が

閑
居
し

た

永
定

寺
に

つ

い

　

　
ほ
ハ

ん

て
、

「

殆

ど

此
の

寺
か
一

と
、

推
測
の

言
い

同
し

を
し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

『

呉
郡
図

経
続
記
』

は
、

北
宋
の

元
豊
七
（
一

〇
八

四
）

年

に

成
立

し

た

も
の

で

あ

る

が
、

こ

の

こ

ろ

に

は

す
で

に

韋

応
物

が

閑
居
し

た

永
定
寺

が
ど
こ

で

あ
っ

た

か

と
い

う

こ

と

が
、

は
つ

き
り

と

は

わ

か

ら

な

く

な
っ

て

い

た

こ

と

を
窺
わ

せ

る
。

　

『

大
清
一

統

志
』

巻

七

十
九

「

蘇
州
府
−

寺

観
に

も、

永
定
寺

在

呉

縣
西

南
。

「

呉
地

記
」

、

「

梁

天

監

三

年
、

蘇
州

刺

史
呉
郡

顧
彦

先
捨
宅

置
。

陸
鴻

漸
書
額

。

」

（

永
定
寺
は

呉

県
の

西

南
に

在
り

。

『

呉
地

記
」

に

い

ふ
、

【

梁
の

天

監．
二

年
、

蘇
州

刺
史
呉

郡
の

顧

彦
先

宅

を

捨
し
て

置
く．、

陸

鴻
漸

額
を

書
く
一

と
。

）
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と
あ
り

、

『

呉
地

記
』

や
目

呉
郡

図

経
続
記
』

の

記
述
を

踏
襲
す
る

。

　

従

来
は
、

「

寓
居
永
定
精
舎
」

の

題

下
注

に
［

蘇
州
一

と
あ
る
の

に

基
づ

き
、

さ

ら

に

こ

れ

ら

地

理

誌
の

記

述

を

裏
付

け
と

し

て
、

韋

応
物
は

蘇
州
刺
史
辞

任
後
に

蘇
州

永
定
寺
に

退
居
し

た

と

さ

れ

て

い

た、、

し

か

し
、

墓

誌
の

記

述

に

従
う

か

ぎ
り

、

韋
応
物
は

蘇

州
刺

史
を

辞
め

た

こ

と

に

な
っ

て

お

ら

ず
、

蘇

州
永
定
寺
に

閑
居

し

た

と

考
え

る
こ

と

は

で

き
な

い
。

　

実
は
、

従
来
の

説
の

根

拠
で

あ
る
「

蘇
州
」

と
い

う

題

下

注

は
、

も

と

も
と

は

な
か
っ

た

可
能
性
が

あ

る
。

と
い

う
の

も
、

『

文

苑
英

華
』

巻
二

百一
．一

十

六

所

収
の

も
の

に

は

題

下
注
が

な

く
、

題
下

注

が

あ

る

テ

キ
ス

ト

と

無
い

テ

キ
ス

ト

の

両

系
統
が

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ
る

か

ら

で

あ

る．、

　

「

蘇
州
」

と

い

う

題

下

注

が

な

か

っ

た

す
れ
ば
、

永
定
寺
を

蘇

州

に

あ
っ

た

寺
だ

と

考
え

る

必

然
性
は

な

く
な

る
。

韋

応
物
が

刺

史
を

歴

任
し

た

蘇
州
以

外
の

地
で、

 

永
定
寺
」

と
い

う

名
の

寺
が

存
在
し

た

場
所
は

あ
る

の

だ

ろ

う
か

。

　

韋
応

物
は

生

涯

で
、

源
州
、

江

州
、

蘇

州
の

三

箇
所
で

刺
史

職

に

就
い

て

い

る
。

蘇
州

以
外
の

二

箇
所
の

う
ち

、

江
州
に

関
し

て

は

墓
誌
に
、

尋

遷
江

州

刺
史

、

如
源

上

之

政
。

時
□

使

有
從

權
之
斂

。

君

以

調

非
明
詔

、

悉

無

所
供

。

因
有
是

非
之

訟
、

有

司
詳

按
。

聖

上

以
州

疏
端

切
、

優
詔
賜
封
扶
風

縣
開
國
男

。

食
邑

三

百

戸．．

徴

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
つ

拜
左

司

郎

中、

總
轄
六

官、

循
擧
戴
魏
之

法
。

（

尋
い

で

江
州

刺

史
に

遷
り

、

滌
上

の

政
の

ご

と

く

す．、

時
に
□

使

従
権
の

斂
有

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

こ

と
こ

と

り．、

君

調
の

明
詔
に

非
ざ
る

を

以

て
、

　
悉

く

供
せ

し

む

る

所

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

つ

ま
び

ら

無
し

。

囚
り
て

是
非
の

訟

有
り

、

有
司

　
詳

か

に

按
ず．．

聖
上

州
疏

の

端
切
な

る

を

以
て
、

優
詔
し

て

扶
風

県
開
国
男
に

賜
封

す
。

食
邑
三

百
戸

な
り

。

徴
さ
れ
て

左

司
郎
中
に

拝
せ

ら

れ
、

六

官
を

総
轄
し
、

戴
魏
の

法
に

循
挙

す
」

と
、

刺
史
在

任
中
に

訴
訟

が

起

こ

さ

れ
、

そ

れ
を

契
機
に

皇

帝
が

韋

応
物
を
中
央
に

召

喚
し

て

扶
風

県
開

国
男
と

し
、

左

司

郎

中

に

任
命
し

た

こ

と

が

記
さ
れ

て

い

る
。

そ
の

た

め
、

韋
応
物
は

自
ら

江

州
刺
史
を

や
め

た

と
い

う
こ

と

に

は
な

ら
ず
、

「

寓
居
永
定
精
舎
」

詩
の

、

罷
守
」

の

語
に

合
わ

な
い

。

　

残

る

滌
州
刺

史
に

つ

い

て

は
、

後

述
す
る
よ

う
に

実

際
に

彼
が

こ

の

職
を

辞
し

て

い

る

と

考
え

ら

れ
、

「

罷
守」

と
い

う
こ

と

ば
を

使
っ

て

も

お

か

し

く

な
い

。

「

寓
居
永
定
精
舎」

詩
の

永
定
寺
を
、

滌
州
刺
史
辞
任
後
に

閑
居
し

た

寺

だ

と

す
る

こ

と
は

可

能
で

あ

る
。

　

そ

こ

で
、

調

査
を

進
め

る

と
、

源
州
に

は

永
定

寺
が

無
い

が
、

そ
の

東
、

約
五

十、．
。

の

地
、

揚
州
六

合
県

に

は

、

永
定
寺
」

が
あ

っ

た
．

実
は

、

そ
こ

は

韋
応
物

と

深
い

関
係
が

あ
っ

た

場

所
な
の

で

あ

る
、

　
南

宋
・

無
名
氏

『

錦
繍
万

花
谷
』

続
集
巻
九

「

真
州
」

（

明

嘉
靖

本
）

に
、

獨

憐
幽

草
澗

邊
生
、

上

有
黄

鵬
深

樹

鳴
。

春
潮

帶

雨

晩

來
急

、

野

渡
無

人
舟
自

横
。

（

独
り

憐
む

幽

草
の

澗
辺

に

生

ず

る

を
、

上

に

黄
鵬
の

深

樹
に

鳴
く

有
り

。

葎
潮

雨

を

帯
び
て

晩
来

急
な
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り
、

野

渡

人

無
く

し
て

舟
自
か

ら

横
た

は

る
。

）

と
い

う

詩

が
引
か

れ

て

お

り
、

そ

の

注
に
、

出

韋
應
物
「

羃
」

。

在
六

合
縣．、

北
有
茅
草

澗
。

（

韋

　

　
　

　

　
　

　

　
よ

応

物
の

「

永

定
寺
に

過
ぎ
る

題

詠
」

よ

り

出
づ
。

六

合
県

に

在

り
。

北
に

茅
草
澗

有
り
。

）

と

あ

る
。

こ

れ

に

よ

れ
ば

、

六

合
県

に

永
定
寺
が

あ

り
、

そ
こ

を

韋
応
物

が

訪
れ
た

こ

と

が

あ

る

と
い

う

こ

と

に

な

る
。

　

同
様
に
、

南
宋
・

王

象
之

 

輿
地
紀

勝
』

巻一．一

十

八

「

真
州
」

に
、

芳
草
澗
、

在
六

合
縣
永

定
寺

稻
。

唐
韋

應
物
知
滌

州
、

粟

韓
談

云

（

芳
草
澗
は
、

六

合
県
の

永

定
寺

の

北
に

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

よ

在
り
。

唐
の

韋
応
物

源
州
を

知
せ

し

と

き、

六

合
の

永
定

寺

に

過

ぎ
り

て
、

詩
を

題

し
て

云

ふ
）

と

言
い

、

先
ほ

ど
の

詩
を

引
く

。

ま

た
、

南
宋
・

祝

穆
『

方
輿

勝

覧
』

巻

四

卜
五

一

淮
東
路
・

真
州
一

永
定
寺

も、

在
六

合

縣
。

其
北

有
芳

草
澗

。

韋
應
物
「

遇

葦」
詩

云
（

因

合
県

に

在
り

。

其
の

北
に

芳
草
澗
有
り．．

韋
応
物
の

「

永
定
寺

　
よ

に

過

ぎ

る
」

詩

に

云

ふ
）

韋 応物力「刺史職 に就いた土地 と六合県の位置

　 　 　　 　 　 　
、

、

　 　 　 　 　 　 　 　
一

丶 、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 、 r

丶 ζ；1ピ ぢ
　 　 　 　

、
＼ ．

沼盤
　　　　　　　　　　 ノ

　　　　　　　　　．，ノ

　　　　　　 tff

一

　 ノ
”’・一・「」

　　、 ．．．’・一 ・・『『……’
丶

一

〇　　 50　　 100

　　　　　　　　　　（krEロ）

丶
　 　 城

　　　／
J．

　〆
／

合

゜

六

測 ＋io

。

注
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ド
　　

と

言
い
、

同
じ

く
先
ほ

ど
の

詩
を

引
い

て

い

る
。

　
こ

こ

ま

で

に

挙

げ
た

資
料
か

ら

す

る

と
、

韋
応
物
は

か
つ

て

六

合
の

永
定

寺
を

訪

れ

て

い

た
こ

と
に

な
る

。

源

州

と

六

合
の

距
離

は
、

そ

れ

ほ

ど

遠
い

も
の

で

は

な
い

た

め
、

六

合
の

永
定
寺
に

閑

居
し

た

可

能
性
は

十

分
に

あ

る

（

地
図
参
照
）

．．

　

　
　

三

　

源
州

刺
史
退
任
後

　

こ

こ

で
、

従
来

、

源

州
刺
史
退

任
後
の

状
況
が

ど

の

よ

う

に

考

え

ら

れ

て

い

た
の

か

を

確
認

し

て

お

く
。

陶
敏
・

王

友
勝

両

氏
の

　

　ヘ
ヨ

『

校
注
＝

の

巻
末
に

あ

る

簡
譜
に

は
、

徳
宗
の

興

元

元
（
七

八

四
）

年
の

冬
に

「

罷
源
州
刺
史、

寓
居
源
州

西

澗。
」

と

言
い

、

源
州
城

の

西
に

あ
っ

た

谷

釧
に

閑
居

し

た

と

す

る
。

傅
瓏

珠
氏

も

同

様
の

見
解
を
示

し

て

い

る．．

　

陶
敏
氏
ら

が
、

韋

応
物

が

源
州

の

西
の

谷
川
に

閑
居
し

た

と
す

る

根
拠
は

、

54
「

歳
日

寄
京
師
諸
季
端
・

武
」

〔

巻一、一
）

で

あ

る
。

　

　
　

　

　
1

5

少

事
河

陽
府

6

晩
守
淮

南
懦

9

昨
目

罷
符
竹

 

家
貧
遂
留
連

15

聽

松
南
巖
寺

16

見
月
西

澗
泉

わ

カ

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

つ

か

少

く
し

て

河

陽
府
に

事
へ

晩

に

は

淮

南
の

懦
に

守
た

り

　

　
　

　

　

や

昨

日

符
竹
を

罷
め

家
貧
く

し

て

遂
に

留
連
す

松
を

聴

く

南
巖
寺
に

月

を

見
る

西

澗
の

泉
に

　

第
6
句
の

［

淮

南
L

は

源

州

周
辺
の

こ

と

を

言
い
、

そ

の

地

で

「

罷
符

竹
」

、

つ

ま

り

刺

史
を

辞
め

た

と

言

う
。

こ

こ

か

ら
、

韋
応

物
が

滌

州
刺
史
を

辞

め

た

こ

と

が

わ

か

る
。

加

え

て
、

第
16
句
に

西

澗
と

あ

る

こ

と

か

ら
、

こ

の

詩
を

根
拠
に

陶
敏
氏

ら
を
初
め
、

従
来
は

、

淞
州

刺

史
退

任
後
に

韋
応
物
が

源
州
城
の

西
の

谷
川
に

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　　
さ

閑
居
し

た

と

考
え

ら

れ

て

い

た
。

そ
し

て
、

こ

の

「

西
澗
」

は
、

「

大
明
一

統
志
』

巻
十
八

「

源
州
」

に

「

西

澗
、

在

州

城
西

。

俗

名

烏
土

河
。

」

（

西

澗

は
、

州
城
の

西

に

在
り

。

俗

に

烏
上
河

と

名

つ

く
。

）

と

あ

る
こ

と

か

ら
、

烏
±

河
で

あ

る
と

さ

れ
て

き
た

。

　

こ

こ

で

注

目

す
べ

き

は
、

第
16
句
の

「

西

澗
」

と

い

う
語

で

あ

る
。

陶
敏
氏

ら
の

注
に

は
、

さ

き
ほ

ど
の

「

独

り

憐
れ

む
」

云
々

と

い

う
詩
が

引
か

れ

て

い

る
。

実
は
、

「

独
り
憐
れ
む
一

の

詩
は
、

『

唐
詩

三

百

首
』

に

も
収
め
ら

れ

て

い

る

韋

応
物
の

代
表
作
で

あ

り
、

　一

般

に

「

源
州
西

澗
」

と
い

う

題
で

知

ら

れ

て
い

る
。

そ

れ

ゆ

え

陶
敏
氏

ら

が
「

西
澗
」

の

注

に

引
い

て

い

る

わ

け
で

あ

る
。

　
一

方
で
、

先
ほ

ど

ま

で

見
て

き
た

六

合
の

永
定

寺
の

存
在
を
示

す

資
料
か

ら
は
、

こ

の

詩

に
｛

過
永
定

寺
一

と

い

う
別

系
統
の

詩

題

が

あ
っ

た

こ

と

が

わ

か

る
。

ま

た
、

唐
人
の

撰
し

た
『

御
覧
詩
」

・

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
　
ねり

『

又

玄

集
』

巻
中
・

『

才
調

集
』

巻
一

は
、

い

わ

ゆ

る
「

源
州

西

澗
」

を

「

西

澗
」

と
い

う

題
で

載
録

し

て

い

る
。

な
ら

ば、

韋
応

物

が

源
州
刺

史
退

任
後
に

訪
れ
た
「

西

澗
」

は
、

必

ず

し

も

源
州
城
の

西
の

谷
川

で

あ
っ

た

と

は

限

ら
な
い

の

で

は

な
い

か
，

一

西

澗
一

は
、

い

っ

た
い

ど
こ

で

あ
っ

た

と

考
え

る
の

が
よ

い

の

だ

ろ

う
か

。
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こ

こ

ま

で

確
認
し

て

き

た

資
料
か

ら
挙
げ

ら

れ

る

候
補
は

、

『

錦

繍
万

花
谷
』
、

『

輿
地
紀
勝
』

、

『

方
輿
勝
覧
』

の

全

て

に

見

え
る
「

茅

草
澗
」

ま

た

は

「

芳
苴−

澗
」

と

呼
ば

れ

る

地

で

あ
ろ

う
。

芳

草
澗

の

細
か

な
位
置
を
記
し

た

も
の

と

し

て
、

清
の

同

光
緒
六

合
県
志
』

巻
一

「

地

理

志」

山
川

に

は
、

芳
草
澗

、

在

縣

東
北
三

里
、

永
定
寺

北
。

通

沈
家
湖
・

横
塘
、

入

冶
浦
河

。

唐
韋
應
物
有
詩
．

（

芳
草

澗

は
、

県
の

東
北
三

里
、

永
定
寺
の

北
に

在
り

。

沈

家
湖

・

横
塘
を

通

り
、

冶
浦
河
に

入

る
。

唐
の

韋
応
物
に

詩

有
り
。

）

と
、

芳
草
澗

が

県
の

東
北

三

里
の

地
に

あ
っ

た

と

言

う
、

ま

た
、

同

じ

く

『

光
緒
六

合
県

志
』

巻
三

「

建
置
志
」

寺

観
に

は
、

永
定
禪

寺
、

り
。

）

在
縣
東
五

里
。

（

永

定
禅
寺
は

、

県
の

東
五

里
に

在

と
、

永
定
寺
が

県
の

東
五

里
の

地
に

あ
っ

た

と

言
う

。

こ

の

二

つ

の

記
事
か

ら
、

永
定

寺
の

や

や
西

北
に

芳
草
澗

が

あ
っ

た

こ

と

が

わ

か

る．、

こ

の

こ

と

か

ら
、

い

わ

ゆ
る

「

櫞
州
西

澗一

の

「

西

澗
一

は

源
州

城
の

西

で

は

な
く

、

永
定
寺
の

西

に

あ
っ

た

谷

川
、

す

な

わ

ち
宋
代
に

芳
草
澗

や

茅
草

澗
と

呼
ば

れ

た

地

だ

と

考
え

る
こ

と

が

で

き

そ

う
で

あ

る
。

と

す
れ
ば
、

韋

応
物
は

源
州
刺
史

退
任
後

に

源
州
の

西

澗
に

閑
居
し

た
の

で

は
な

く
、

源
州
の

東
、

六

合
永

定

寺
に

閑

居

し
、

そ
の

西

の

澗
、

後

に

芳

草
澗
と

呼
ば
れ

る

地
へ

遊
び

に

行
っ

て

い

た
こ

と
に

な

る．、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ハ
ま

　
欧

陽
脩
に

「

書
韋
応
物
西

澗
詩

後
」

こ

こ

ま
、

と
い

う

文

章
が

あ

る
。

そ

右

唐
韋

應
物
「

源
州
西

澗
一

詩
。

今
、

州

城
之

西

乃

是
豐
山

、

無

所
謂
西

澗
者

。

（

右
は

唐
の

韋
応
物
の

「

源
州

西

澗
」

詩
な

り．、

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
い
は

り

る

今
、

州
城
の

西

は

乃

ち

是
れ

豊
山
に

し

て
、

所

謂
西

澗

な
る

者

無
し．
」

と
、

「

源
州
の

西
澗
」

を

探
し

て

も
見
つ

か

ら

な
か
っ

た

と

い

う
。

こ

の

記
述

も
、

韋

応
物
の

言

う
「

西

澗
」

が

源

州

城
の

西
で
は

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と
の

傍
沚

に

な

る
で

あ

ろ

う
。

　

墓
誌
は
、

韋
応
物
の

親
友

丘

丹
の

撰
で

あ
り、

韋

応
物
の

伝

記

に

関
し

て

は
、

モ

欽

臣

序
な

ど

を

上

回

る

第
一

級
の

資
料
だ

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

よ

う
。

同

時
に
、

韋
応
物
自
身
が

作
っ

た
一

寓

居
永
定
精

舎

　
な
ど
の

詩
も

第
一

級
の

資
料
で

あ

る
。

こ

の

二

つ

の

資

料
の

整
合
性

を
つ

け
よ

う
と

す

る

と

き
、

韋
応
物
は

隙
州

刺

史
退

任
後
に
六
A
［

の

永
定
寺

に

閑
居
し
、

蘇
州
刺

史
の

在

任
中

に

最
期

を

迎

え

た

と

す
る
の

が

最
も

妥
当
な

結

論
で

あ
ろ

う
。

　

　

　
ま

と

め

　
従

来
、

定
説

と

な
っ

て

い

た

韋

応
物
の

終
焉
の

状
況
は

、

蘇
州

刺
史

退
任
後

に

没
し

た

と
い

う
も
の

で

あ

り
、

新
た

に

出

土

し

た

墓
誌

の

記

述
は

、

そ

れ

と

齟

齬
が

あ

る
。

本
稿
で

は
、

永
定
寺
の

場
所
を
め

ぐ
っ

て

こ

れ

を

検

討
し

、

韋
応

物
が

閑
居
し

た

永
定

寺
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は
、

蘇

州
の

も
の

で

は

な
く
、

揚
州
六

合

県
の

も
の

で

あ
り

、

韋

応

物
は

蘇
州

刺
史
在
任
中
に

亡

く

な
っ

た
の

で

あ

ろ

う

と
い

う
結

論

に

達
し

た
。

　

本
稿
で

述
べ

た

こ

と

を

踏
ま

え
る

と
、

次
に

考
え

て

い

か

な
け

れ

ば

な
ら
な
い

問

題
が

あ

る
。

　

ま

ず
、

韋
応

物
詩

の

繋
年

、

と

く
に

蘇
州
刺

史
期
の

も
の

に

つ

い

て
、

再

考
が

必

要
に

な
っ

て

く

る
。

永
定
寺
に

関
す

る
一

夏
至

避
暑

北
池
」

（

巻
七
「

遊
覧
」

）

、

「

与
盧
陟
同

遊
永
定
寺
北
池
僧
斎
」

（

巻
七

「

遊
覧
」

）

、

「

寓
居

永
定
精

舎
」

（

巻
八

「

雑
興
」
）

、

，

永

定
寺

喜
辟

彊
夜
至
」

（

巻
八

「

雑
興
」
）

の

四

首
は

確
実
に

繋
年
が

変
わ
る

。

い

ず
れ

も
、

永
定
寺
が

蘇

州
に

あ
る

と

い

う

題

下

注
を

も
と

に

繋

年
さ
れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
。

こ

の

他
に

も
、

霊

巌
寺

　

　
　

　

　
　
わゾ

に

関
す
る

も
の
、

『

校
注
』

と

『

繋
年
』

の

見
解
が
一

致
し

て

い

な

い

も
の

な
ど

は
、

繋
年

を

考
え

直
す

余
地

が

あ
る

と

思

わ

れ

る
。

　

詩
の

繋

年
や

、

特

定
の

時

期
の

事
跡
が

変
わ
れ

ば
、

詩
の

読
み

も
変
わ

る

可

能
性
が

あ

る
。

　

そ

れ

と

同

時

に
、

晩

年
の

韋
応
物
の

持
っ

て

い

た

吏

隠
意
識
や

韋
応

物
像
を

再
考
す

る

必

要
が

あ
る

。

た

と

え
ば

芳
村
弘

道
氏

が

韋
応

物
の

永
定
寺
閑
居
の

理

由

と

し

て
、

「

中
原
に

比
べ

て

豊
か

な

蘇
州
に

澄
上

で
の

生

活
を

再

現
し
よ

う

と

し

た
の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

」

と

述
べ

て

お

ら

れ

る
な

ど
、

従

来
は

最
後
に

は

寺

院
に

閑
居

し

た

と
い

う

韋
応
物
像

が

あ
っ

た
。

韋
応
物

が

六

合
永
定
寺
に

閑

居
し
、

蘇

州
刺

史
期
に

は

隠
遁
す

る

こ

と

は

な

か

っ

た

の

で

あ

れ

ば
、

こ

う

い

う

韋
応
物

像
を

結
ぶ

こ

と

は

難
し

く

な
っ

て

く

る
。

　

こ

の

こ

と

は
、

白
居
易
研
究
に

も

影

響
を

与

え

る

可
能
性
が

あ

る
。

従
来
、

韋
応
物
が
白

居
易
の

吏
隠
意
識
に

影
響
を

与
え

た

こ

と

が

論
じ

ら

れ

て

き

た
。

こ

れ

は
、

最
晩

年

に

は

隠
遁
し

た

と
い

う

韋
応
物

像
に

基
づ

い

て

研
究

が

進
め

ら

れ
て

き

た
の

だ

と

思

う
。

し

か

し
、

晩

年

の

韋
応
物

が

役
人
と

し

て

の

仕

事

も

充
実
し

て

い

る

し
、

遊
び

は

遊
び

で

楽
し

く
で

き
て

い

る

と

い

う
吏
隠
意
識
を

持
っ

て

い

た

の

で

あ
れ

ば
、

白
居
易
の

生

き

方
の

先

駆

け
を

な

し

た

も
の

が

い

た

こ

と

に

な

る
。

白
屠

易
は

王

欽
臣
以

前
の

人
で

あ

り
、

王

欽
臣
の

整

理

し

た

版
本
に

よ
っ

て

作

ら

れ
、

伝
承
さ

れ

て

き

た

韋
応
物

像
の

影
響
は

当

然
受
け
て
い

な
い

。

し

た

が
っ

て
、

白

居
易
の

持
っ

て

い

た

韋

応
物
像
に

つ

い

て

も

再

考

せ

ね

ば

な

ら

な
い

。

こ

れ

を

追
究
し

て

い

く
こ

と

で
、

韋
応
物
が

白
居
易
に

与

え

た

影

響
は
、

従

来

考
え

ら

れ

て

い

た

も
の

よ

り

も
、

も
っ

と

大

き
な

も
の

に

な
る
の

で

は

な
い

か

と

思
わ
れ

る
。

　

墓
誌
の

発

見

に

よ
っ

て
、

韋

応
物
の

伝

記

や

詩
、

吏

隠
意
識
に

つ

い

て

再
考
が

迫

ら

れ
て

い

る
。

他
に

も

ま

だ

ま

だ

考
え

な

け
れ

ば

な

ら

な

い

問

題

が

あ
る

と

思

わ

れ

る
。

こ

こ

に

挙

げ
た

課

題

を

は

じ

め

と

し
、

韋

応
物
の

伝

記

や
詩
の

読
み

な

ど

に

つ

い

て
、

考

察
を
深
め

て

い

き
た
い

。

注（
1
）

正

史

中

に
は
、

『

新
唐
書
』

巻
二

百
一

「

文
芸
伝
上
」

序

言
に

「

今

　
但

取
以

文

自
名

者
爲
文
藝
篇

。

若

韋

應
物
・

沈
亞

之
・

閻

防
・

祖

詠
・

　
薛
能
・

鄭
谷

等、

其

類
尚
多

、

皆
班
班
有
文
在
人

間、

史

家
逸
其
行
事
。

　
故
弗
得
而

述

云
。

」
（
今

但
だ

文
を

以
て

自

か

ら
名

あ
る

者
を

取
り

て

文

　
芸

篇
と

為

す
。

韋

応
物
・

沈
亞
之
・

閻
防
・

祖

詠
・

薛
能
・

鄭
谷

等
の
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ご

と

き
は
、

其
の

類

尚

ほ

多

く、

皆

班
班
と

し

て

文
の

人

聞
に

在
る

有
る

も
、

史
家

其
の

行

事

を

逸
す

。

故

に

得
て

述
べ

ず

と
云

ふ
。

）

と

見
え
る

の

み

で

あ
る

。

（
2
）

土

谷

彰
男

「
中
唐
初
期

に

お

け

る
蘇

州
文

壇
の

形

成
に

つ

い

て

の

　一

考
察
」

〔
『

松

浦
友

久

博
士

追
悼
記

念

中
国
占
典
文
学

論

集
』

研

文
出

版、

二

〇

〇
六

年
｝

は
、

貞

元
五

（
七

八

九
）

年
の

顧

況

と

韋
応

物
と

の

応
酬

を

手
が

か

り

に
、

「

韋
詩
の

詩
題
に

「
郡
齋
一
「
燕

集
」

と

あ
る

よ

う

に、

こ

の

文

會
は

刺

史
で

あ
る

韋

應
物
が

座

主
と

な

り、

官

舎
で

あ
る

郡
齋
を

場
と

し

て

催
さ

れ
た

も
の

で

あ

る
。

」

と

指
摘
し

て

い

る。

（
3
）

た

と
え

ば
、

儲
仲
君

「
亊

庇
物
博
分

期

的
探

吋
一

〔
『

文

学
遺

産
』

　一

儿
八

四
年
、

第
四

期
）

に

は
、
「
亊
庖

物
晩

年

仕
途
廾
始
通

込
。

江

州

是
重

領
，

券
州

是
ヒ

州
，

作
｝

个
大

州

刺
史
的
茱

耀
、

地

位
和

寛

蝉
的

生
活
，

已

鍾

使

政
治

上

井

无
多

大
野

心

的
亊
鹿

物
感

到

了

満
足
。

特
剔

是
虐

二
泱

湃
昊
上

肥
』

的

亦
州
，

地

富

人
稠
，

文
士

云

集
，

或
讌
集
宸

客
，

流
連
峙
酒
，

或

朕

騎

出
游
，

吟

賞
烟
霞
，

或

丙
籥

独
赴
，

栽
杉
狆

柳
，

生

活
辻
得

更
力
憾

意
。

」

と

あ
る

。

（
4
）

韋

応
物
の

詩
を

繋

年
し

て

い

る

も
の

に
は
、

孫

望
編
著
『

韋

応
物

詩

繋
年
校
箋
』

（

中

華
書

局、

二

〇

〇
二

年
三

月、

本

文

中
で

は

『

繋
年
』

と

略

称
す
る
）

が

あ

る
。

ま

た
、

陶
敏
・

王

友
勝
校

注

コ

韋
応
物
集
校

注
』

（
卜

海

古
籍

出
版

社
、

　一

九

九

八

年
。

本
文

中
で

は

『

校
注
』

と

略

称
す
る
）

や

羅
聯

添
「
韋

応
物

年
譜
」
（
『

唐
代

詩

文
六

家
年

譜
」

学

海

出
版
社
、

｝

九

八

六

年
）

は
、

個
別
の

詩
の

制
作

年
代
を

示

し
て

い

る。

な

お
、

本

稿
で

は

『

四

部
叢
刊
』

本
『

韋

江
州

集
』

を
底

本
と

し
、

詩

題

に
付
し

た

番

号
は
、

赤
井
益
久
「

韋

応

物
伝

記

伝
本

攷
「

（

『

国
学
院

雑
誌
』

第
七

十
九

巻

第
十
旦
り、
　一

九

七

八

年）

に

よ

っ

た
。

（
5
）

た

と
え

ば
、

陳
流

『

詩

比
興

箋
」

巻

三
「
韋

応
物
詩

箋」

は
、

白

居

易
が

蘇

州

刺
史
に

赴
任
し

た

頃、

韋

応

物
は

す
で

に

九

十
余

歳
で

あ

り
、

年
齢
の

面
か

ら

沈
作
詰
の

説
は

成
り

立
ち

が
た

い

と

す
る。

近
人

で

は
、

　一
刀

曼
氏
が
　「
昔
耳

応
物

伝
　（
続）
一
（
『

m
国

文
月

刊
』

亠

ハ

十−
「

期、
　
「

九

四

七

年
V

沈

作
詰
の

説

を

引
き
、
［
埴

裏
可
疑
的

地
方
很
多
。

」

と

し
、

誤
り

を
考

証
し

て

い

る。

斉
抗
の

蘇
州

刺

史
就

圧
期
間
に

つ

い

て
、

郁

賢

皓

「

唐
刺
史

考
全

編
』

巻
一

百
三

十

九

「

江
南

東
道
｝

蘇

州
（
安
徽

大

学
出
版

祉
、

二

〇

〇

〇

年）

に、

貞

元
七

（
七

九

＝

年
か

ら

貞
元

八

（
七

九

二
）

年
で

あ
っ

た

と

の

考
証
が

あ
る

。

（
6
）

傅
瑛
珠

『

唐
才

子
伝

校
箋
』

巻
四

「
韋
応

物
」
（
中

華
書
局、

一

九

八

九

年）

は

「
按
應
物
罷
居
永

定、

乃

在

蘇
州

刺
史

之
後
、

時
約

在
貞

一
兀

六

年、
　琉
剛
己

］

考

述
。

　

此「
ム

在
大

和

中

任
致
叩

道
臨
岨

鐵
轉
層
連

江
淮…
留四
後

之

後、

殆

誤
。

」

と

言
う

。

（
7
）

他
の

文

献
な
ど
に
、

こ

の

記
述
の

根
拠
と
な
る

も
の

は

見

え

な
い

。

（
8）

前

掲
注
（
5
）

万

氏

論
文。

十

τ
水

定

寺
退
居
。

（

9
）

『

蝸

叟
雑

稿
』

上

海
古

籍
出
版
社
、

　｝

九
八

二

年．

初
出

『

南
京

師

範

学
院

学
報
』

　一

九
L

ハ

ニ

年
所

粥
一
 
期

。

（
10
）

『

唐
代

詩
文
六

家
年
譜
』

学
海

出
版
社

、

一

九

八

六

年。

〔
11
）

『

唐
代
詩

入

叢
考
』

（
中

華
書

局、
　一

九

八

〇

年。

二

〇
〇

三

年
新

−

版
）

。

（
12
）
「
韋

應
物
の

生

涯
」

（［、
唐
代
の

詩

人
と

文
獻

研
究
』

朋

友
書
店、

二

〇

〇
七

年、

初
出
一

韋

応
物
の

生

涯
（
上
）
一
『

学
林
』

第
七

号、

一

九

八

六

年
、

「
同
（
下
ご

『

学

林
』

第
八

号
、

一

儿
八

六

年
、

）

（
13
）
『

詩
人

た

ち
の

生
と

死

−
唐

代
詩
人

叢
考
』

、
韋

応
物
」

〔
研
文
出

版。

二

〇

〇
五

年
）
。

初
出
「
唐
代

作
家
新

疑
録
（
3
ご

『

文

経
論

叢
』

第
二

一 32

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Chinese Literature of the Middle Ages

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Llterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

卜
五

巻
第
三

号、

｝

九
九

〇

年。

（
14
）

丘

丹
［

唐
故
尚

書
左

司
郎

中
・

蘇
州
刺

史
京

兆
韋
君

墓
志

銘
并

序
一
．

拙
稿
「
新

出
上
韋

応
物

墓
誌
」

〔
『

中
国
中
世
文

学
研

究
』

第
五

卜
四

号
、

　
二

〇
〇
八

年
九

月）

を
参

照
。

（
獅
）

陳
尚

君
「
布
庇

物
一

家
墓
志

的
学

木
价
値」

（

二

〇

〇
七

年
十
一

月

四

日
付

『

文
匯

報
』）
。

〔
16
）

稿

者

が

確
認

し

得
た

版
本
は

、

中
国
国
家
図

書
館
所

蔵
宋

乾
道
七

年
刊

本
、

中
国

国

家

図
書

館
所

蔵
宋

刊

本

〔
と

も
に

北

京

図

書
館
出

版

社
、

二

〇

〇
四

年
影

印
本
）

、

元

代
題
建

刻

本

（
福
建

人
民

出

版
社、

二

〇

〇
八

年

影
印

本）
、

民

国
二

十
六

年

陶
風

楼
景

印
本
〔
新
文

豊
出
版
公

司
、

　一

九

七

九

年

影

印
本
）
、

四

部
備
要

本
『

韋

蘇
州

集
』 、

四

部

叢
刊

本

『

韋

江

州
集
』 、

宝

永
三

年
刊
本

『

韋
蘇

州

集
』

で

あ

る．

こ

れ

ら
に

は
、

す
べ

て

「
蘇
州
」

の

題

下

注
が

あ
る

。

な

お、

前
掲
注
（
4
）

孫

氏

繋
年、

陶
氏
ら

校
注

、

お
よ

び

阮
廷

瑜

校
注

『

韋
蘇
州

詩
校
注
』

（
華

泰

文
化
事

業
股

价
有
限

公

司、

二

〇

〇
〇

年）

に
も
、

題
下
注

が
あ

る

と

は

書
い

て

あ
る

が
、

こ

れ
に
つ

い

て

の

校
記

は

な
い
。

（
17
）

顧

彦
先

に
つ

い

て

の

記
述

を
正

史
に

求
め

る

と
、

『

南
斉

書
」

巻
二

十
二

に

顧

彦

先
と

い

う

人

物
は
、

宋
の

孝
武

帝
の

こ

ろ

に

絵
を

書

く
の

が

う
ま
い

こ

と
で

有
名

な

人

物
で

あ
っ

た

と

す

る
記

事
が

あ
る

。

し

か

し
、

呉
郡

太
守
で

あ

っ

た

と

い

う
記
述
は

見
あ
た

ら

な
い

。

〔
18
）

こ

の

他
、

時

代
が
少
し

降
っ

て
、

「

大

明
一

統
志
』

巻
六

「

応
天

府
」

芳

草

澗

に

「

在
六

合
縣
舊
永

定
寺

之

北
。

」
（
六

合
県
の

旧

永

定

寺
の

北

に

在
り
．

〕

と
、

芳
草

澗
の

北
に

永
定
寺
が

あ
っ

た
と
い

う

記
述
が

あ
る
。

（
19
）

前
掲

注

〔
4
）

陶
氏
ら

校

注
，

（
20
）

前

掲
注
（
11
）

傅
氏

著
書

。

（
21
）

赤

井
益
久
氏

は
、

『

中

唐
詩

壇
の

研

究
』

「

韋
応
物
詩
論
」
（
創
文
社
、

二

〇
〇

四

年）

の

中
疇

丶

「
四

十
五

歳
に

し

て

比

部
員
外
郎
か

ら

源
州
・

江
州

刺
史

歴

任
の

間
の

源
州

南

巌
寺
の

仮
寓
」

と

述
べ

て

い

る
。

根
拠

は

明
確
に

は
示

し

て

お

ら

れ

な
い

が
、

お

そ
ら

く
54
、

歳
日
寄

京
師
諸

　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

1

季
端
・

武」

詩
で

あ
ろ

う
と

思
わ

れ

る。

（
22
＞

傅

瑛
珠

編
撰
『

唐
人
選

唐
詩

新
編
」

（
陝
西
入

民
教
育

出
版
杜、

一

九

九
六

年）
。

（
23）

李

逸
安

点
校

『

欧

陽

脩
全

集
』

巻
七

十
二

（

中
華

書
局、

二

〇

Q

　一

年
）

。

（
以
）
　「

霊
巌

寺
一

は
、

　
『

光
緒
叩

六
く
口

県
士
心

』

巻一
二

　「
建
罟昌
士

心

」
　
臣

一

名
が
口
兄

え
、

蘇
州

だ
け

で

は
な

く
六

合

県
に

も

霊
巌

寺
が

あ
っ

た

と

わ
か

る
。

〔
附

記
〕

本
稿
は
、

第
五

十
五

回
中

国
四

国

地

区
中

国
学

会
〔
二

CC

几

年
五

月
三

十
日
、

於
四

国
大
学
〉

に

お
け

る

口

頭

発
表
を

も
と
に

ま
と

め

た

も

の

で

あ

る
。

そ

の

席
上
、

貴
重
な
ご

教
示
・

ご

指
導
を
い

た
だ

い

た
諸

先
生

方
に

、

こ

こ

に

深

く
感

謝
い

た
し

ま

す．
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